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区分構成比 歳入予算額 前年度比

自
主
財
源

 
62.4%

町税	 20億1,962万円 7,615万円　減

寄附金	  3億0,006万円 6万円　増

使用料及び手数料	 6,548万円 200万円　減

繰越金	 5,000万円 増減なし

分担金及び負担金	 1,773万円 7万円　増

繰入金	 6億3,858万円 1億7,441万円　減

諸収入外	 1億0,521万円 3,328万円　減

依
存
財
源

37.6%

地方交付税（特別）
 ・ その他交付金	 9億7,014万円 1億0,903万円　増

国 ・ 県支出金	 7億3,466万円 1,238万円　増

町債	 2億2,450万円 1億6,270万円　減

　　　総　額	 51億2,600万円 3億2,700万円　減

※千円以下は切り捨てにより処理していますので、総額とは一致しません。

令和８年度　一般会計予算　歳入内訳

 令和8年度　一般会計予算決まる！

５1億2,600万円
[対前年度 3億2,700万円 減（6.0％減）]
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予備費

5,099万円
38万円 増

※ 増減は、前年度（令和 7 年度）との比較金額になります。
※千円以下は切り捨てにより処理していますので、
　総額とは一致しません。

議会費 総務費 民生費 衛生費

7,394万円 12億3,565万円 13億6,452万円 4億4,919万円
127万円 増 7,547万円 増 5億1,431万円 減 301万円 減

令和８年度   一般会計予算   歳出内訳

農林水産業費 商工費 土木費 消防費

3億5,212万円 2億3,272万円 2億9,417万円 2億8,790万円
2,555万円 増 8,529万円 減 5,581万円 増 8,322万円 増

教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金

4億4,673万円 2,535万円 3億1,264万円 2万円
58万円 増 96万円 増 3,234万円 増 増減なし

定
例
会
報
告

3議会だより No.152



第1回　議会定例会

条例の制定、一部改正

令和8年度当初予算

■木城町特定乳児等通園支援事業の
　運営に関する基準を定める条例に
　ついて
　通称「こども誰でも通園制度」で親の就
労要件を問わず、０歳6ヶ月から3歳未満
が月に10時間まで保育施設を利用できま
す。事前に登録が必要です。
　あわせて以下の3件も可決されました。

■木城町議会委員会条例等の一部を
　改正する条例の制定について
■木城町職員定数条例の一部を改正
　する条例の制定について
■木城町こども家庭センターの設置
　及び管理に関する条例の一部を改
　正する条例の制定について

[一般会計]
消防団本部車両の更新

57,206,050円
　消防団本部の消防車が25年を経過して
いるので、老朽化に伴う買い替えです。

公用車電気自動車購入
3,306,000円

　公用車の買い替えにより電気自動車を
導入する費用です。

えほんの郷ミニバン購入
3,514,000円

　老朽化に伴う買い替えです。

中之又笑楽校改修工事
41,655,000円

　宿泊ができるようにするための改修費
用です。

町内公共施設のLED化工事
33,960,000円

　蛍光灯が2027年末までに製造終了とな
るため、LED照明に取り替える改修工事
です。

高齢者補聴器購入事業
250,000円

　5万円を上限に補聴器の購入費用を補助
します。（医師の意見書が必要となります。）

木城町シニアカー購入等補助金
540,000円

　シニアカーの購入費用の15万円を上限に
補助、レンタルの場合には月1万円を上限とし
て補助します。

木城町プレミアム商品券発行助成金
31,000,000円

　今年度も商工会プレミアム共通商品券
を発行します。
　　町内プレミアム率30%　　10,000冊
　　町外プレミアム率20%　　　  500冊

旧高城児童館プール及び遊具撤去工事
8,189,000円

　高城児童館の機能を多世代交流セン
ター「tocotoco（トコトコ）」へ集約する
ため、老朽化の進んでいた旧高城児童館
プールと遊具の撤去費用です。

木城町小規模企業者経営支援補助金
4,300,000円

　新規起業・異業種進出の場合
4,000,000円

　調査・研究の場合
300,000円

[国民健康保険事業特別会計]
アプリ連携重症化予防事業委託料

3,801,490円
　糖尿病予備軍の対象者に計器を貸出し
て、重症化を予防する事業です。
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令和7年度補正予算を
令和８年度に繰り越される事業

学びとウェルビーイングを共創する
多世代交流・子育て支援拠点整備事業

29,327,000円
　旧椎木児童館の解体等にあてる費用です。

遊びと学びを包摂した魅力探求プロジェクト
５，８３９，０００円

　観光振興・交流事業のブランドイメージの明確
化やプロモーション等を外部委託する費用です。

避難所等環境改善事業
１０８，０２５，０００円

　木城学園体育館の西側に１３０㎡程度の
防災倉庫の建設費用です。また、その中に移
動式トイレカーおよび災害用のプライベート
ルームや防災備品等を購入する費用です。

■繰り越し事業とは、歳出予算のうち予算成
　立後の事由によって、その年度に支出の
　終わらない見込みのものについて、翌年度
　に繰り越される事業のことです。
※今回は、国の補助金の補正予算の決定が、
　年度末に通知されたため翌年度に繰り越
　されます。

〇副町長の選任について

　萩
はぎはら

原　一
か ず や

也 氏
　 任期：令和８年４月1日～令和12年3月31日

〇人権擁護委員候補者の推薦について　
河
か わ の

野　光
み つ お

男 氏

　任期満了となる人権擁護委員の候補者とし
て河野光男氏を推薦することに同意しました。
※人権擁護委員とは、法務大臣が委嘱する、
　人権相談や人権啓発活動を行うボラン
　ティアです。

任期
法務大臣から委嘱を
受けた日から３年間

[指定管理者関係]
ふるさと振興協会に委託
　①郷の駅石河内　　　　

 ４，１００，０００円
　②石河内活性化センター

８，３００，０００円
　③石河内テニスコート

１，３００，０００円
　④中八重緑地公園

９，０００，０００円
　⑤ピノッQ館　　　

６，１００，０００円
　⑥湯らら・菜っ葉屋

３９，０００，０００円

社会福祉協議会に委託
　①地域ふれあい館

１２，６００，０００円
　②多世代交流センター

３５，９７０，０００円

えほんの郷みどりのゆりかご協会に委託
　えほんの郷　　　

２９，５００，０００円

※この制度は地方自治法に基づき、公の施
　設の管理・運営を民間企業、NPO、財団
　法人などその他の団体に包括的に代行さ
　せるものです。

歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点
整備事業

３３９，６１０，０００円
　旧江藤医院改修および周辺の一体的な利
活用を目的とした事業です。

物価高対応子育て応援手当上乗せ支給事業
12,577,000円

　県支出金によりこども一人当たり15,000
円の追加応援手当を支給するものです。

人事案件
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会  計  名 予  算  額
※千円以下切り捨て 前年度比

国民健康保険事業特別会計 6億9,500万円 2,500万円　減
介護保険特別会計 7億6,400万円 500万円　減

後期高齢者医療特別会計 9,900万円 400万円　増
合　　計 15億5,800万円 2,600万円　減

会  計  名 予  算  額 （支 出）
※千円以下切り捨て 前年度比

簡易水道事業会計 2億5,684万円 1,156万円　増
下水道事業会計 3億4,631万円 1,534万円　増

【特別会計】

【公営企業会計】

令和８年度　特別会計予算、簡易水道・下水道事業会計予算
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議案第　1 号　専決処分の承認を求めるについて（令和 7 年度木城町一般会計補正予算　第 9 号）
議案第　2 号　令和 7 年度木城町一般会計補正予算（第 10 号）
議案第　3 号　令和 7 年度木城町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 5 号）
議案第　4 号　令和 7 年度木城町介護保険特別会計補正予算（第 5 号）
議案第　5 号　令和 7 年度木城町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4 号）
議案第　6 号　令和 7 年度木城町簡易水道事業会計補正予算（第 4 号）
議案第　7 号　令和 7 年度木城町下水道事業会計補正予算（第 4 号）
議案第　8 号　木城町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について
議案第　9 号　木城町議会委員会条例等の一部を改正する条例の制定について
議案第 10 号　木城町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 11 号　木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 12 号　木城町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 13 号　木城町下水道条例の一部を改正する条例の制定について
議案第 14 号　令和 8 年度木城町一般会計予算
議案第 15 号　令和 8 年度木城町国民健康保険事業特別会計予算
議案第 16 号　令和 8 年度木城町介護保険特別会計予算
議案第 17 号　令和 8 年度木城町後期高齢者医療特別会計予算
議案第 18 号　令和 8 年度木城町簡易水道事業会計予算
議案第 19 号　令和 8 年度木城町下水道事業会計予算
議案第 20 号　副町長の選任について
諮問第　1 号　人権擁護委員候補者の推薦について
議案第 21 号　令和 7 年度木城町一般会計補正予算（第 11 号）

◆ 全員賛成で可決した議案（全議案）



問　シルバー人材センターの自主廃業は
影響が大きいと思います。役場各課から
管理業務や草刈り業務まで幅広く受注し
ており、部分的には町内業者ができるが、
大半は町外に流れ、町外業者の契約は高
くなるのではないか。
答　町長
　影響が出ることを予想して、会員及び委
託者など、関係者との丁寧な説明と円満な
解散・廃業に指導助言をした。かなりの部分
を一般社団法人木城ふるさと振興協会より
申し出があり、大変感謝している。
答　総務財政課長
　令和7年度より比較して約514万円の
増額になった。
問　シルバー人材センターの業務の中で
ゴミ出し支援と環境パトロールはどうな
るのか。
答　町民課長
　町民課直営で実施する。パトロールに
ついては日数や回数も令和7年度同様程
度実施し、ゴミ出し支援は利用者との収
集体制の説明を実施している。
問　職員でやっていただくのは良いが課
内での仕事もあるので問題はないのか。
答　町長
　職員がやる気をもって取り組んでいる
ので当面は任せたい。出来なくなれば検
討したい。
問　ふるさと振興協会の受託は法的に問
題ないのか。また、協会自体の経営を圧迫
するようなことはないか。
答　町長
　定款に照らし合わせても問題ない。雇

用も図られており、これまでの委託料等
を参考にして計算している。

問　災害時において一人も取り残さないと
の考えは自治会加入の低下や住民同士の繋
がりも希薄な今日、厳しいのではないか。
答　町長
　インクルーシブ防災事業は障がい者や
高齢者など、自分では避難や、防災には対
応できない方々を中心に誰一人取り残さ
ない、福祉と防災を兼ねた事業に取り組
んでいる。優先度に応じ、個別避難計画の
作成を進め、自治公民館が共助の基盤だ
と考え、館長等に繋げていきたい。
問　自助・共助の活用の具体的な計画は
あるのか。
答　総務財政課長
　8年度以降は地域住民参加型の個別避
難計画を数回計画し、対象者や地域を変
えて実施する。
問　地震災害は季節や時間で初動が困難
になる場合が想定される、具体的な対策は。
答　総務財政課長
　困難な条件下に備えて体制には万全を
期す必要がある。町単独で災害時ケアプ
ランの作成を進めている。平時から作る
ことにより、一人での避難が困難な方々
の支援に地域の協力員、支援者を個別避
難対象者ごとにお願いをしている。

答　町長
　課題も残っている。公約の成果等は町民
若しくは第三者が判断するべき。次期に向
けては前向きな気持ちで考えている。

ふるさと振興協会が受け皿になる。

　シルバー人材センター廃業の影響は。

答

甲
か い
斐　政

まさはる
治 議員

インクルーシブ防災について

シルバー人材センター廃業の影響

町長の3期目の実績と次期の考えについて
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問　高城児童館は今年度で椎木児童館と
統廃合される。旧高城児童館は今後どの
ように活用するのか。
答　町長
　福祉避難所あるいは通常の避難所等の
機能はある。今後検討委員会で検討する。
児童プールと遊具については撤去して駐
車場に整備するよう当初予算に計上して
いる。

問　各地区で使われなくなったプールや
農村広場を今後どうするのか。
答　総務財政課長
　旧中之又小学校で使用していた児童
プールについては消防団の水利登録をし
ている。
答　地域政策課長
　旧石河内小学校プールは指定管理者に
より管理運営している。
答　福祉保健課長
　岩戸児童プールについては現在水利登
録も考えられるが老朽化しているため解
体も含めて改めて検討する。
答　産業振興課長
　中川原、田神、下鶴の3地区の農村広場
は草刈り等委託する形で管理している。

児童プール、遊具の撤去工事費用を
当初予算に計上している。

　高城児童プールは解体して駐車場に
　する考えはないか。
答

中
なかたけ
武　良

よしお
雄 議員

使われなくなった公共施設について 本町の成人式・二十歳の
つどいについて

下鶴農村広場については全て町が管理し
ているが、売却は考えず行政財産とし適
正に管理していく。今後とも農村広場等
の維持管理を行いながらベストな活用方
法を模索していく。

問　本町の成人式は昭和50年より日本
一早い成人式として元日に行われてい
る。時代も変わり働き方改革も進んでい
る。もう一度、今から二十歳を迎える子供
達と保護者の皆さんに実施日等のアン
ケート調査をしてはどうか。
答　教育長
　50年近く1月1日、元日に行われている
木城町の歴史ある成人式から二十歳のつ
どいを継承するということも含めて、時
代の変化に柔軟に対応していく事も必要
であると考えた上で、アンケートを実施
する事も含めて慎重に対応したい。

旧高城児童館 下鶴農村広場

一
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問　この整備事業で、町としてどのよう
な歴史・文化の魅力を発信していくのか。
答　総務財政課長
　旧江藤医院の建物を再利用し、歴史資
料の展示や交流の場を整備することで、
木城町の歴史・文化を共有し、過去・現在・
未来をつなぐ拠点にしていきたい。
問　どのような考え方で利活用・運営し
ていくのか。
答　総務財政課長
　旧江藤医院を改修し、展示スペースや
多目的スペース、テナントスペースを設
け、町民の交流拠点として活用する計画。
建物周辺には石原和幸氏による庭園を整
備し、四季の花卉を楽しめる憩いの場と
することで、小規模事業者や若い世代の
挑戦も後押しし、歴史・文化の発信につな
げていきたい。
問　庭園の維持管理費が大きくなること
を踏まえ、開園前の段階で、どのような考
え方で維持費を見通し、財源を確保して
いくのか。
答　総務財政課長
　開園後の管理は当面、町の直営で行う
予定で、建物の維持管理費は年間100 〜
150万円、庭園管理費は年間400 〜 500
万円を見込んでいる。歳出負担を抑える
ため、入館料やテナント料など歳入の確
保も検討していく。
問　地域との連携をどの様に進めていくのか。
答　総務財政課長
　庭園を地域と一緒に育て、町民の声を
生かしながら運営していく。
問　城山周辺の土地利用も含めた広い範
囲のグランドデザインを描くことも必要

ではないか。
答　総務財政課長
　多くの交流が生まれる環境づくりを整
えていきたい。
問　石原氏の講演会開催の予定は。
答　町長
　講演会もしていただくようにお願いし
ているところ。

問　協力隊が任期後も木城町で暮らし、
地域で活躍できるよう、どんな支援を進
めるのか。
答　地域政策課長
　協力隊の定住支援は重要な課題であり、
これまで各課ごとの対応で見えにくかった
課題を解消するため、今後は課を横断した

『協力隊サポートチーム（仮称）』を設け、仕
事・住まい・生活・任期後の進路などを包括
的に支援する体制を整えていく。隊員が木
城町に愛着を持ち、任期後も定住したいと
思える環境づくりを進める。
問　観光需要の高まりに対応するため、専
門的な知見を持つ外部人材活用の考えは。
答　町長
　外部人材の活用を検討していきたい。
問　協力隊が任期後も定住し、地域の担
い手として活躍できるよう、今後どのよ
うな方向性で取り組んでいくのか。
答　町長
　行政だけでは対応しきれない課題もあ
るため、専門的な知見を持つ方々と連携し
ながら課題解決に取り組んでいきたい。ま
た、外部専門家や協力隊など多様な人材
の活用も積極的に進めていく。

住んでよかったと思える木城町を目指し
たい。

　「歴史と文化をつなぐ高城のにわ交流拠点整備事業」
　を通し、町長が目指す木城町の姿は。
答

久
く ぼ
保　富

ふ じ こ
士子 議員

地域おこし協力隊について
一
般
質
問
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社会情勢も変わってきた。時代に即した
制度の見直しをしていく。

　転入奨励金制度について、年齢制限の
見直しが必要ではないか。
答

矢
や の
野　哲

てつや
也 議員

川原公園交流拠点整備事業
について

問　現在の転入奨励金制度は50歳未満
の年齢制限があるが、過去3年間で50歳
を超えているため、転入奨励金制度の対
象にならなかった世帯はどれくらいあっ
たのか。
答　地域政策課長
　過去3年間で転入奨励金の対象になら
なかった世帯は、令和5年度で15件、令和
6年度で21件、令和7年度で19件となって
いる。
問　転入奨励金は50歳未満、かたや住宅
取得奨励金は60歳未満と、この制度間の
年齢のズレは転入を検討している方の機
会損失になっているのではないか。なぜ、
50歳未満という制限があるのか。
答　町長
　平成22年に定住促進奨励金制度を設け
た。なぜ50歳かというと若い世代の定住
を促進して地域の活性化と人口減少の抑
制を図る目的があった。しかし、社会情勢
も変わってきたので時代に即した制度の
見直しを今後検討していく。

問　来年度に向けた、新たな交付金の申
請をすると思うが、申請に向けた建設工
事の設計や工事積算はどの程度進んでい
るのか。
答　環境整備課長
　交付決定後に工事発注となる予定。市
場価格を適正に反映できるように令和8
年度の公共単価の採用や見積りの再徴収
を行う。
問　交付決定後の入札や工事発注のスケ
ジュールは決まっているのか。
答　環境整備課長
　令和8年度から令和9年度までの2カ年
事業で申請を行っている。スケジュール
については工事積算から工事契約まで
4 ヶ月、工事実施期間は10 ヶ月程度、開
園準備に2 ヶ月、全体で16 ヶ月程度見込
んでいる。
問　開園後の年間の維持管理費はどれ
くらい見込んでいるのか。また入園料の
金額設定やほかの物販売り上げ等の収入
は、年間どれくらい見込んでいるのか。
答　地域政策課長
　年間の維持管理費については、過去10
年間の実績を基に新たに予想される費用
も含めて、年間3,300万円ほど見込んでい
る。利用料については、今後積算、検討を
していく。

一
般
質
問
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問　令和6年第7回の定例会において質
問を行った際の答弁でスピード感を持っ
て調査検討を進めるとの事であったが、
調査検討はどこまで進んでいるのか。
答　地域政策課長
　令和7年度から地域未来交付金を活用
し、令和9年度までに実施する本事業にお
いて町民参加型のワークショップによる
意見集約や市場調査、外部専門家からの
データに基づく情報分析をし、今後の湯
ららの在り方について検討をする。

問　令和7年度定例会において、川原自
然公園改修工事の不調について検証をす
るということであったが、検証結果、分析
結果はどうなったのか。
答　環境整備課長
　入札不調の要因として、予定価格が市
場価格と合っていないこと。技術的要件、

納期が厳しい、入札案件の魅力が低い、人
手不足などが原因である。
問　デジタル田園都市国家構想交付金か
ら第2世代交付金事業へ変更するが、施
設の見直し、隈研吾氏の設計をそのまま
採用するのか。
答　地域政策課長
　当初の交付金から変更するにあたり大
きな設計変更は行っていない。また隈研
吾氏の設計は、目的である交流拠点施設
としての機能を十分満たしており、川原
自然公園のイメージに不可欠である木
材、自然素材が巧みに使用されており多
くの人を引き寄せる魅力を備えている。
問　隈研吾氏の設計を採用するのであれ
ば、建設後の維持管理メンテナンスはど
のように考えているのか。
答　環境整備課長
　木材を多く使用するため、防虫・防腐効
果のある塗料を塗布する仕様となってい
る。木材の美観的、品質的な寿命を延ばす
ため定期的にメンテナンスをする。竣工
から数年で再塗装、その後のメンテナン
スは経過を見てからの判断となる。

国の地域未来交付金、魅力探求プロジェ
クト事業のなかで、検討を加えている。

　町内中心部の宿泊施設について。

答

荒
あらかわ
川　浩

ひろし
 議員

木城温泉館湯ららの源泉、
施設のリニューアルについて

川原自然公園の
リニューアル工事について

現在、閉館中の川原自然公園

木城温泉館「湯らら」

一
般
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問
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問　要支援者、高齢者の個別避難計画の推
進状況は。
答　総務財政課長
　要支援者は2月末で64名いる。その内16名
作成済み。
問　重点地域の考えは。
答　総務財政課長
　洪水地域、土砂災害指定区域で介護度の
高い方を優先に。
問　インクルーシブ防災事業での災害時ケ
アプランの推進は。
答　総務財政課長
　国の個別避難計画業務手順で9年度達成
を目指す。
問　山間地域の取組みは。
答　総務財政課長
　課題が多い。環境、支援者、協力者づくりに
取り組む。
問　山間地域の自主防災組織の取組みは。
答　総務財政課長
　課題はあるが、町民の理解と協力のもと進
める。
問　緊急時対応安心カードの取組みと
件数は。
答　福祉保健課長
　高齢者宅訪問時に説明し登録。現在242
名が設置。
問　緊急通報生活サポートシステム「サス
ケ」の取組みと件数は。
答　福祉保健課長
　高齢者、身体障がい者世帯に対し実施。機
器は無料で27名が利用。
問　防災情報配信「木城町公式アプリ」の加
入は。
答　地域政策課長
　2月末で661件で、ダウンロード率は約15%。
問　町と災害時対応応援協定48者の内容
と協定の確認は。

洪水地域、土砂災害指定区域で介護度の
高い方を優先に。

　個別避難計画の重点地域は。

答

中
なかたけ
竹　義

よしかず
一 議員

福祉と防災について

50年に向けた対策と人口減少対策は。

答　総務財政課長
　物資供給22者、通信・情報16者、救急・消
防6者、避難所・その他4者。随時、確認と協議
している。

問　地域再生マネージャー事業の推進状況は。
答　地域政策課長
　地域で稼ぐ体制づくり、商品開発、組織の
法人化に向け実施。
問　有機農業の推進は。
答　産業振興課長
　職員、地域おこし協力隊の支援。計画はま
だである。
問　地域に居住し活動する人材は。
答　地域政策課長
　中之又地区再生を担う地域おこし協力隊
を募集する。
問　人口減少に適応した地域づくりは。
答　地域政策課長
　地域の魅力、交流人口を拡大し、移住支援
策を進める。
答　町長
　二地域居住も考え地域再生に取り組む。
問　移住支援事業の効果と見直しは。
答　地域政策課長
　効果はあるが制度の見直しや移住後の生
活基盤の充実が重要と考える。
問　県からの政策提案は。
答　町長
　みやざき未来創造予算により、県と連携し
て事業を進める。
問　空き家バンクの登録状況と契約成立は。
答　地域政策課長
　登録件数は累計100件。契約成立は累計
48件。
答　町長
　空き家物件の取引が定住、人口増対策に
つながっている。

一
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30日　議会全員協議会　　　　　　　　    （全議員）
　　　議員報酬及び定数検討特別委員会    （全議員）

 ２日　議会広報編集特別委員会　    （広報編集委員）
 ６日  木城・川南・都農町議会議員合同研修会

（全議員）

 ７日　航空自衛隊新田原基地Ｆ-35Ｂ配備式典
（副議長）

13日　第231回宮崎政経懇話会児湯・西都地区例会
（議長）

　　　児湯郡（市）町村議会議長会定例会　　  （議長）
　　　　〃　地元選出県議会議員との意見交換会

　　　　　　　　　　　　　（議長）
18日　宮崎県町村議長会定期総会・議長研修会

（副議長）
　　　木城町教育功労者表彰式及び木城町教育研究
　　　報告会　          　　　　　　　　　　（議長）
24日　西都児湯森林・林業・林産業活性化議員連盟
　　　連絡会議研修会　　　　　　　　    （議長他）
25日　令和８年第１回西都児湯環境整備事務組合
　　　議会定例会   　　　      　（議長、総務委員長）
　　　令和８年第１回一ツ瀬川営農飲雑用水広域
　　　水道企業団議会定例会　 　　　　　　（議長）
26日　東児湯消防組合議会定例会

（議長、総務委員長）
27日　令和８年第１回高鍋・木城衛生組合議会定例会

　　（副議長、総務委員長、議選監査)

2日　 議会運営委員会　　　　　     （議会運営委員）
　　　議会全員協議会　　　　　　　       （全議員）

5日～ 11日　第9回木城町議会定例会
（全議員）

  6日　第16回県市町村対抗駅伝競走大会に係る
         木城町選手団壮行会　　　　　　　　 

 （議長）
19日　みやざきの新幹線を考えるシンポジウム
         in延岡　　　　　　　　　　　　　    （議長）
23日　令和7年第3回西都児湯環境整備事務組合
         議会定例会　　　　        （議長、総務委員長）
　　　令和7年第3回 一ツ瀬川営農飲雑用水広域
         水道企業団定例会　　　　　　　　   （議長）
24日　議会運営委員会　　　　　    （議会運営委員）
　　　第10回木城町議会臨時会　　　       （全議員）
　　　第2回高鍋・木城衛生組合議会定例会

（副議長、総務委員長、議選監査)
　　　議会広報編集特別委員会　    （広報編集委員）
25日　東児湯消防組合議会第2回定例会

（議長、総務委員長）

  1日　木城町二十歳のつどい　　　　　　  （全議員）
  5日　木城町役場仕事始め式　　　　　　　（議長）
　　　 議会全員協議会 　　　　　　　　 （全議員）
　　　令和8年「新年賀詞交歓会」　　        （全議員）
  9日　令和8年新田原基地賀詞交歓会　　     （議長）
10日　令和8年木城町消防始式　 　　　     （全議員）
12日　第16回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会
　　　出発式　　　　　　　　                　（議長）
          第16回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会

（議長）
15日　第230回宮崎政経懇話会児湯・西都地区例会

　　　　　　　　　　　　　　（議長）
16日　議会広報編集特別委員会　    （広報編集委員）
18日　第54回木城町新春ジョギング大会      （議長）
26日　議会広報編集特別委員会    　（広報編集委員）
27日　木城町商工会と議会との懇談会　     （全議員）
29日　高鍋・木城衛生組合議会例月出納検査

（議選監査)
         県町村議会議長会議員全員研修会    （全議員）

議会活動報告

 12月

 1月

 2月

3月

議
会
活
動
報
告
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議会傍聴議会傍聴をしてみませんか！をしてみませんか！

木城町ホームページに議会情報を掲載しています。

次の議会定例会は6月です。
定例会の日程、傍聴などについてのお問い合わせは、
議会事務局までお尋ねください。

TEL 0983-32-2213（直通）

本会議情報や、議会のしくみ、会議録などをご覧
いただけます。
令和６年 12月議会（定例会）から本会議の３日間
のみ（初日、一般質問、最終日）録画配信をしてい
ます。
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議会傍聴メーター
202５年４月以降の議会傍聴に

来られた人数です。

〈URL〉https://www.town.kijo.lg.jp 木城町HP 木城町議会HP

まちまちのの話題話題

店　　　　主：倉掛　由美
営 業 時 間：13時〜16時　カラオケ、ソフトドリンク付き　3時間1,000円

　　　　　20時〜24時　歌い放題・飲み放題　2時間3,000円（ただし、ビールは別料金）
場　　　　所：高城橋の南側
定　休　日：月曜日
連　絡　先：080ー 5206ー 1558

当店は 4月で 1周年を迎えました。オープン以来、大切にしてきたのは　お一人お一人に寄り添うお
もてなしの心♡です。初めての方も、お仕事帰りの方も、どうぞ気軽に来てください。自然と会話が弾み、
いつのまにかお友達が増える空間が自慢です。今日も、かわらぬ笑顔でお待ちしてます。

当店のすぐそばを流れる小丸川に架かる、地域のシンボル「高城橋」
私たちは、この橋のように「人と人」「心と心」をつなぐ存在でありたいという思いを込めて店名をつ
けました。ちなみに掛け橋の「掛」は倉掛の文字を使いました。

ひとこと

「掛け橋」の由来

町内で新たに開業したお店を紹介します。

掛け橋掛け橋今回のお店

ま
ち
の
話
題
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